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殿

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

標寵については、本日、 「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」 (令和2年厚生労働省告示第5

7号)等が公布され、令和2年4月1日より適用されることとなったところであるが、実施に伴う留意

事項は、医科診療報酬点数表については別添1 、歯科診療報酬点数表については別添2及び調剤報酬

点数表については別添3のとおりであるので、その取扱いに遺漏のないよう費管下の保険医療機関及

び審査支払機関に対し、周知徹底を図られたい。

従前の「診療報酬の算定方法の-部改正に伴う実施上の留意事項について」 (平成30年3月5口供

医発0305第l号)は、令和2年3月31日限り廃止する。

害漢音に



BOOl-7リンパ浮腫指導管理料

(l )リンパ浮腫指導管理料は、手術前壁上_立主文は手術後星喧診断時若しくは診陸後におい

て、以下に示す事項について、個別に説明及び指導管理を行った場合に算定できるo

当該指導管理料は、当該指導管理料の算定対象となる手術を受けた保険医療機関に入院

中に当該説明及び指導管理を行った場合にl回、当該保険医療機関を退院した後に、当該

保険医療機関又は当該患者の退院後において区分番号「BOO5葛6」の「注1」に規定

する地域連携診療計画に基づいた治療を担う他の保険医療機関(当該患者について区分番

号「BOO5-6-2」がん治療連携指導料を算定した場合に限る。 )において当該説明

及び指導管理を行った場合にいずれか一方の保険医療機関において1回に限り、算定でき

る。

ア リンパ浮腫の病因と病態

イ リンパ浮腫の治療方法の概要

ウ セルフケアの重要性と局所へのリンパ液の停滞を予防及び改善するための具体的実施

方法

(イ)リンパドレナージに関すること

(ロ)弾性着衣又は弾性包帯による圧迫に関すること

(ハ)弾性着衣又は弾性包帯を着用した状態での運動に関すること

(ニ)保湿及び清潔の維持等のスキンケアに関すること

エ 生活上の具体的注意事項

リンパ浮腫を発症又は増悪させる感染症又は肥満の予防に関すること

オ 感染症の発症等増悪時の対処方法

感染症の発症等による増悪時における診察及び投薬の必要性に関すること

(2)指導内容の要点を診療録笠に記載する。

(3)手術前においてリンパ浮腫に関する指導を行った場合であって、結果的に手術が行われ

なかった場合にはリンパ浮腫指導管理料は算定できない。



HO O7-4 リンパ浮腫複合的治療料

(l)リンパ辞意複合的治療科は、区分番号「BOOl-7」リンパ浮腫指導管理料の対象と

なる腫姉に対する手術等の後にリンパ浮腫に種思した鼠径部、骨盤部若しくは腋箱師のリ

ン臆パ節部活を伴う悪性腫瘍に対する手術を行った患者又は原発性リンパ浮腫と診断された

患者であって、国際リンパ学会による病期分類I期以降のものに対し、複合的治療を実施

した場合に算定する。なお、この場合において、病期分類Ⅱ後期以降の患者が「1」の

「重症の場合」の対象患者となる。

(2)リンパ浮腫複合的治療料は、専任の医師が直接行うもの又は専任の医師の指導監督の下、

専任の看護師、理学療法士若しくは作業療法士が行うものについて算定する。あん摩マッ

サージ指圧師(当該保険医療機関に勤務する者であって、あん摩マッサージ指圧師の資格

を取得後、 2年以上業務に従事(うち6月以上は当該保険医療機関において従事)し、施

設基準に定める適切な研修を修了したものに限るo )が行う場合は、専任の医師、看護師、

理学療法士又は作業療法士が事前に指示し、かつ事後に報告を受ける場合に限り算定でき

る。いずれの場合も、患者l名に対し従事者1名以上の割合で実施する。

(3)リンパ浮腫複合的治療料は、弾性着衣又は弾性包帯による圧迫、圧迫下の運動、用手的

リンパドレナージ、患股のスキンケア及び体重管理等のセルフケア指導等を適切に組み合

ゎせ、 「l」の「重症の場合」はl回40分以上、 「2」の「1以外の場合」は1回20分

以上行った場合に算定する。なお、一連の治療において、患股のスキンケア、体重管理等

のセルフケア指導は必ず行うこと。また、重症の場合は、毎回の治療において弾性着衣又

は弾性包帯による圧迫を行うこと(圧迫を行わない医学的理由がある場合を除く。 ) o

(4)当該保険医療機関において、直近1年間にリンパ浮腫指導管理料を50回以上算定してい

ない場合は、リンパ浮腫の診断等に係る連携先として届け出た保険医療機関(直近l年間

にリンパ浮腫指導管理料を50回以上算定しているものに限る。 )においてリンパ浮腫と診

断され、リンパ浮腫の複合的治療を依頼する旨とともに紹介されたもの(区分番号「BO

o9」診療情報提供料(重)を算定するものに限る。 )についてのみ算定できるo


